
 住宅用家屋証明の横浜市電子申請・届出システムからの電子申請を受け付けます。

申請方法・注意事項をご確認のうえ、申請してください。なお、電子申請による申請

は、住宅用家屋証明書を取得される家屋へ入居済で、新築後１年以内の場合のみ可能

（※）です。また、通常の窓口での証明交付よりもお時間がかかりますので、お急ぎ

の際はできるだけ直接窓口までお越しください。ご理解とご協力をお願い申し上げま

す。

※未入居、新築後 1 年以上経過している等、電子申請で受付できない場合は、横浜市電子申請・届出システムから手

続きを継続できない旨を記載したメールを送付しますので、窓口または郵送にて改めてご申請をお願いします。

１．申請方法

(1) 横浜市電子申請・届出システムへ利用者登録をします。

※すでに登録済の方は次ページ(2)をご覧ください。

①横浜市電子申請・届出システムトップページを開く。

(https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home)

「住宅用家屋証明（新築・未使用）」の電子申請について 

こちらを

クリックする

こちらをクリック

家屋証明書の電子申請は

個人単位となるため「個人として

登録する」を選択します。

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home


 

 
②入力フォームのとおり、メールアドレス及び氏名、住所、電話番号、生年月日、

性別等を入力し、利用者登録する。 
(2) 横浜市電子申請・届出システムへログインをします。 
  (https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home) 
(3) 「手続き一覧(個人向け)」のキーワード検索で「（入居済のみ）新築の住宅用家屋

証明書の電子申請に係る手続き」と検索します。 
(4) 申請フォームのとおり、必要事項を入力します。 
 ■ご入力いただく内容 
  電子申請者氏名、住所、電話番号、新築年月日、住宅用家屋証明書の郵送先住所、

宛名、申請する家屋の種類、住居の種類、居住状況(住宅用家屋証明書を取得される

家屋へ入居済の場合のみ申請できます) 
 ■添付が必要な書類 
  横浜市 WEB サイトをご参照ください。 
  
(5) 手数料について 
   横浜市電子申請・届出システムから申請いただく場合、住宅用家屋証明書の発行

手数料(1300 円)はクレジットカードまたは電子マネー(PayPay のみ)でお支払いいた

だきます。審査終了後、横浜市電子申請・届出システムからお支払いを依頼するメ

ールを送付します。なお、一度お支払いいただいた決済はお取消しできません。ま

た、領収書は発行されませんので、予めご了承ください。 
 
（6）手数料納付方法詳細 
  ⓵手数料納付依頼メールの受領 
   申請完了後３営業日前後で「【横浜市電子申請】「建築確認申請台帳記載証明書の

電子申請に係る手続き」の手数料のお支払いを受け付けました」という件名で横浜

市電子申請・届出システムの登録メールアドレス宛に支払い依頼のメールを送付し

ます。 
   ↓横浜市電子申請・届出システムからの支払い依頼を依頼するメール 

    

こちらをクリックする。 
または、検索エンジンで 
「横浜市電子申請・届出システ

ム」を検索して横浜市電子申請・

届出システムのトップページを

開く。 
 

 

（ 入 居 済 の み ） 新 築 の 住 宅 用 家 屋 証 明 書 の 電 子 申 請 に 係 る 手 続 き  

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/fd75a268-a96b-4854-b57f-18300f9b522d/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/fd75a268-a96b-4854-b57f-18300f9b522d/start
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/annai/shomei/kaoku/kaokusy2.html
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home


 

②支払い方法の選択画面の表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
    

    

     

 

横 浜 太 郎 さ ん  

横浜市電子申請・届出システムにログインする。 

ログイン後、右上の登録名を選択する。 

 

マイページが表示されるので、画面を下にスクロ

ールして「申請履歴一覧・検索」を選択する。 

 

 

現在申請中の手続き一覧が表示されるので、「手数料をお支払いくだ

さい」と記載されている「（入居済のみ）新築の住宅用家屋証明書の電

子申請に係る手続き」を選択する。 
 

横 浜 太 郎 さ ん  



 

 
 
 

 

③クレジットカードで支払う場合 

     
                          
 
 

申請内容照会画面が表示されるので「手数料を支払う」を選択する。 
 

支払い方法の選択画面が表示されるので、 
支払い方法を選択する。 
※利用できるクレジットカードのブランド：VISA、Master、JCB、AMEX（American 

Express）、Diners(Diners Club International) 

 

    

     

      

 
 

支払い方法を選択する画面で「クレジットカード」をクリッ

クし、金額（住宅用家屋証明書発行手数料：1300／郵送料：

320 円(定型郵便特定記録)合計 1620 円）を確認してカード情

報を入力後、「手数料を支払う」をクリックする。「手数料を

支払います。よろしいですか？」と表示されるので、「OK」

をクリックすると、支払完了画面が表示されます。 

※手数料支払い後の 
取り消し・キャンセルはで

きません。 



 

④PayPay で支払う場合 

   

   

     
 
 
 
 
  

支払い方法を選択する画面で「PayPay」をク

リックし、金額（住宅用家屋証明書発行手数

料：1300／郵送料：320 円(定型郵便特定記録)
合計 1620 円）を確認して「手数料を支払う」

をクリックします。 

表示内容を確認し、「OK」

をクリックします。 

QR コードをスキャンまた

は、PayPay へログインし、

支払います。 

※手数料支払い後の取り消し・キャンセルはできません。 



 

 (7) 住宅用家屋証明書の郵送について 
横浜市電子申請・届出システムから申請いただいた場合、申請フォームで添付し

ていただく住宅用家屋証明書に押印して特定記録で三つ折りにして郵送します。三

つ折りを希望されない場合は、窓口または郵送で申請してください。 
 
２．注意事項 
 ・証明書は特定記録で郵送します。郵便事情により、郵送にかかる日数が通常より

遅れる場合があります。 
 ・申請順に順次審査を行いますので、証明書の発送日について個別の要望にはお答

えできません。あらかじめご了承ください。 
 ・書類の不備等によりすぐに証明を交付できない場合がございますので、不備がな

いか必ず申請前にご確認ください（次ページ参照）。不備があった場合は横浜市電

子申請・届出システムの登録メールアドレスまたは電話番号にご連絡します。 
 

【担当】  
建築局情報相談課 管理・情報担当 

  電話 045-671-4503 ／ FAX 045-681-2436 
メールアドレス kc-johosodan@city.yokohama.jp 

  



 

＜申請前に必ずご確認ください＞ 
 

誤記載や記入もれ、不足書類がある場合は家屋証明書を交付できません。その場合は横

浜市電子申請・届出システムの登録メールアドレス宛に再申請のお願いという件名でメー

ルを送付します。再申請のお願いという件名でメールが送付された場合は、不備の内容を

ご確認のうえ、再申請をお願いします。 
 
ご申請の際は、事前に以下の項目をご確認のうえ、ご申請ください。 

 
※記入例１～３のページを照らし合わせてご覧ください。 
【申請書（記入例１）について】 
 ① ａ～ｆのいずれかに○はありますか。ｂ・ｄ・ｆの場合は年号に○をして日付を 

記入していますか 

  
 
② 「申請者の住所・氏名」は住民票と全く同じように記入していますか。 

   （例：「１番１号」→「１－１」のように省略はしていませんか。住民票が旧字 
   記載の場合は同じように記入していますか） 
 ③ 「所在地」は登記関係書類の「所在地」欄と全く同じように記載しています 

か。（マンションの場合など、「家屋番号」欄にある内容まで記載されているこ 
とが多くありますが、「所在地」欄の内容のみをご記入ください） 

④ 申請書下部にある＜記入上の注意＞を再度ご確認ください。 
 

【証明書（記入例２）について】 
 ⑤ ａ～ｆのいずれかに○はありますか。ｂ・ｄ・ｆの場合は年号に○をして日付を 

記入していますか。申請書と○の位置や日付は同じですか。 

 ⑥ 「申請書」と「証明書」を見比べたときに、内容の異なる部分や記入もれはあ 
りませんか。 

  



 

【申請内容に不備がある場合の対応方法】 
  申請内容に不備があった場合、「【横浜市電子申請】「（入居済のみ）新築の住宅用

家屋証明書の電子申請に係る手続き」の再申請のお願い」という件名でメールを

送信します。 
  ↓横浜市電子申請・届出システムからの修正をお願いするメール

 
 

   
 

   

   

 

（ 入 居 済 の み ） 新 築 の 住 宅 用 家 屋 証 明 書 の 電 子 申 請 に 係 る 手 続 き  こちらをクリックします。 
または、検索エンジンで 
「横浜市電子申請・届出システ

ム」を検索して横浜市電子申請・

届出システムのトップページか

らマイページへログインします。 
※ログイン後、右上に表示されて

いる登録氏名をクリックすると

マイページへ遷移します 

「申請状況のお知らせ」をクリッ

クします。 
 

 

（ 入 居 済 の み ） 新 築 の 住 宅 用 家 屋 証 明 書 の 電 子 申 請 に 係 る 手 続 き  

申請状況のお知らせ一覧が表示

されるので、「申請内容を修正し

てください」と記載された手続き

名をクリックします。 
 

「申請内容の詳細画面へ進む」を

クリックします。 
 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home


 

   

  

  
 

 
 

 
  

差戻し理由と「修正してくださ

い」と記載がある項目を確認のう

え、ページ下部へスクロールし、

「申請内容を修正する」、「この申

請を取り下げる」等、ご希望の手

続きを選択してください。「申請

内容を修正する」をクリックする

と、「（入居済のみ）新築の住宅用

家屋証明書の電子申請に係る手

続き」の申請フォームへ遷移しま

す。ページ下部の「次へ進む」を

クリックすると、申請した内容が

表示されますので、添付ファイル

等、差戻し理由に該当する項目を

修正し、再度申請してください。

差戻しの内容を修正できない場

合は、「この申請を取り下げる」を

クリックしてください。 



 

 
 
 
 
 
 
Q．手数料納付後、家屋証明書が郵送されるまでの日数のめやすを教えてください 
 
A．滞りなく処理が進んだとしても申請後１週間程度かかります。なお、家屋証明の電子申請の受理

件数によっては、さらに時間がかかる場合があります。また、郵送日数もかかりますので、お時

間に余裕をもってご申請ください。 

 
 
Q．○○日までに家屋証明を返送してほしいのですが 
 
A．申請順に順次審査を行うため、個別のご要望にはお応えできません。 

申請の際は時間に余裕をもって申請していただき、お急ぎの場合は窓口にご来庁いただくことを

ご検討ください。窓口では、不備がなければ 10 件まで即日交付が可能です。 
 
Q．クレジットカード、PayPay 以外の方法で支払いたい 
 
A．横浜市電子申請・届出システムの仕組み上、クレジットカード、PayPay 以外の方法ではお支払

いできません。また、領収書の発行もできません。上記以外の方法でのお支払いをご希望の場合、

領収書の発行をご希望の場合には、窓口にご来庁いただくことをご検討ください。 
 
Q．未入居で申請したいのですが 
 
A．未入居でのご申請は、横浜市電子申請・届出システムでのご申請では受付できません。窓口また

は郵送でご申請ください。 
 
 

受理
審査

３日前後

手数料納付
依頼メール

送付

納付確認後処理

３日前後
発送

家屋証明の電子申請 Q&A 


